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都市計画の決定に向けての案の縦覧について
（村上市公共下水道の排水区域の変更）

　現在、村上地域で整備を進めている公共下水道事業において、区域の変更（拡大）に伴う村上市都市計画下

水道の変更（案）の縦覧を行います。縦覧期間中には意見書を提出することができます。

・変更（拡大）する主な区域

　 平成25年度に用途地域を拡大した国道７号沿線と、その地域に隣接する住宅地を含めた区域としていま

す。

・縦覧および意見書提出期間

　12月９日㈫～12月22日㈪の土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時15分

・縦覧場所および意見書提出先　　下水道課（神林庁舎）

●問い合わせ　下水道課工事係　☎66－6193

変更予定の区域図


